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海老名都市計画生産緑地地区に係る
特定生産緑地の変更について

【報告】

令和７年1０月27日（月）
都市計画審議会

資料２
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特定生産緑地とは

特定生産緑地とは、指定から30年経過する日が近く到来することとなる生産緑地につ
いて、買取申出が可能となる期日を10年延期したもの。
本市では、指定から30年経過する日が近く到来することとなる生産緑地について、当該
日の２年前から指定手続きを進めています。

10年毎に更新可能
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特定生産緑地の現況と変更（案）
❏特定生産緑地の現況（市内全体）（令和６年度12月20日現在）
1 面 積 約19.4ｈａ
2 箇 所 数 154箇所

❏特定生産緑地の変更（案）
内容 変更理由 変更箇所数 生産緑地

地区番号

1 解除 生産緑地地区の廃止に伴う指定解除
（主たる従事者の死亡によるもの）

計６箇所
（約▲7,010㎡）

10（約590㎡）
87（約830㎡）
96（約1,570㎡）
125（約1,310㎡）
232（約610㎡）
237（約2,100㎡）

2 縮小 生産緑地地区の縮小に伴う一部解除
（主たる従事者の故障によるもの）

1箇所
（約▲290㎡） 108（約1,310㎡）

※資料1-1のP4「都市計画の変更(案)」1-1廃止、2縮小に伴うもの
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趣旨と特定生産緑地の指定要件

生産緑地法第10条の２第３項の規定により、市町村長は、生産緑地を特定生産緑
地に指定しようとするときは、市町村都市計画審議会の意見を聴取する必要があるとさ
れています。今年度は特定生産緑地の解除のみとなります。よって、意見聴取は行わず、
本審議会へ報告するものです。

❏趣旨

❏海老名市で定める特定生産緑地の指定要件
生産緑地法や国の考え方を踏まえ、市の指定要件を次のとおり定めています。
１ 生産緑地地区に指定されていること

２ 当該生産緑地が、現に適切に継続して耕作されていることが確認できること

３ 特定生産緑地に指定する部分の面積が、一団で300㎡以上の規模の区域であ
ること

４ 申出基準日から起算して２年前の日が属する年度の初日を経過した生産緑地
であること

５
その他の要件については、原則として海老名市生産緑地地区指定基準（平成
30年12月18日。）及び海老名市生産緑地地区指定基準細目（令和５年４月
１日。）に準じる。
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新旧対照表
❏新旧対照表

新旧の別 面積 箇所数
新 約18.7ha 148
旧 約19.4ha 154
増減 △0.7ha △6

今年度は、特定生産緑地の指定はなく、解除及び縮小のみです。
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（参考）

特定生産緑地指定図
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